
（平成２４年１０月３１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認三重地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1944 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得日

に係る記録を昭和 44 年１月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年１月 21日から同年２月 21日まで 

私は、昭和 43 年にＣ社に入社後、数か月後にＡ社Ｂ営業所での勤務とな

り、申立期間には同事業所で引き続き勤務していた。その後、平成７年９

月 30 日まで幾度かの転勤はしたものの継続して勤務していた。申立期間に

ついて、厚生年金保険加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管している従業員詳細情報、Ｄ健康保険組合の個人台帳被保険者

情報及び雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務

し（昭和 44 年１月 21 日にＣ社からＡ社Ｂ営業所に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ営業所におけ

る昭和 44年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1945 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 41 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年 10月 31日から同年 11月１日まで 

私は、Ａ社に入社し、同社Ｂ工場で勤務していた。その後、会社名がＣ

社に変更したが、継続して勤務しており、退職していないので、申立期間

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及び申立人と一緒に転籍したとする同僚の供

述から、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 41 年 11 月１日に同社からグ

ループ会社のＣ社に転籍）、申立人と同時期にＡ社からＣ社に転籍した同僚

が所持する給与明細書により申立期間に係る厚生年金保険料が控除されてい

ることが確認できることから、申立人についても申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票に記載されている申立人の昭和 41 年 10 月１日の定時決定

時に係る社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、Ａ社から提出された健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書によると、申立人の資格喪失日が昭和 41年 10月 31日

となっていることから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届



                      

 

  

け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年 10 月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。



                      

  

三重厚生年金 事案 1946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 39 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年 10月 25日から同年 11月１日まで 

私は、Ａ社に入社した後、昭和 36 年３月から同社Ｃ出張所で勤務し、申

立期間には同事業所で引き続き勤務していた。厚生年金保険の事務をＢ営

業所からＣ出張所に移した時の事務誤りと思われるので、申立期間を厚生

年金保険加入期間としてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立

人が申立期間にＡ社Ｃ出張所に継続して勤務し（同社Ｂ営業所から同社Ｃ出

張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、異動日については、異動先のＡ社Ｃ出張所は昭和 39 年 11 月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっているため、申立人は申立期間において引

き続き同社Ｂ営業所で厚生年金保険の被保険者となるべきであったと考えら

れることから、同事業所での資格喪失日を同日とするのが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ営業所に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿に記載されている申立人の昭和 39 年 10 月１日の

定時決定時に係る社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺



                      

  

事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

三重国民年金 事案 1198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年４月から 18 年３月までの国民年金保険料については､免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年４月から 18年３月まで 

申立期間については、夫に免除の手続を任せていたが、その免除の記録

が消失している。私の年金記録はＡ市にあるということをＢ市で聞いた。

いくらＢ市で手続をしても年金記録の原本が無ければ、書類の作成をする

ことはできないと思う。年金記録の原本がＢ市からＡ市に移った経緯を調

査し、申立期間を申請免除期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料の免除申請手続には直接関与しておらず、免除

申請手続を行ったとする申立人の夫も未納期間である上、申立期間について、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立期間に係る申立人の国民年金保険料の免除申請の状況について、

Ｂ市は、当時の書類は保存年限を経過しているため、資料は残っていないと

回答しており、免除申請の状況が確認できない上、同市の申立人に係る国民

年金被保険者記録をみても、申立期間について免除申請手続が行われた形跡

は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の年金記録がＡ市にあるとＢ市役所で聞いた旨

の主張をしていることから、Ａ市に照会したものの、同市は、当時の資料は

保存年限を経過しているため不明と回答している。 

加えて、申立期間前の期間の免除申請手続に係る申請日及び処理日共に不

自然な点は無いほか、申立期間の国民年金保険料を免除申請したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間の国民年金保険料が免除されていたものと認めることはで

きない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1947（事案 1646及び 1905の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月３日から同年６月 13日まで 

② 昭和 28年６月 14日から 31年５月 21日まで 

２回の申立てを行ったが、結果について納得できない。新しい資料等は

無いが、脱退手当金を受け取っていないので、再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ)申立人が勤務していたＡ社に照会し

たところ、「当時の弊社の慣例として、在籍 10 年未満の退職者には脱退一時

金が支給されていたと聞いている。」と回答していることを踏まえると、事

業主による代理請求がなされた可能性があるものと考えられること、ⅱ)申立

人の厚生年金保険被保険者台帳の保険給付欄には、脱退手当金が支給されて

いたことが記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りが無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約３か月後の昭和 31 年８月 14 日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえないこと、ⅲ)申立人から聴取しても受給した記憶が

無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらないことを理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 23 年６月

２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

その後、申立人から、「私の知人はＡ社の年金記録がある。」との申立て

があり、改めて申立期間当時の同僚から聴取したが、申立てに係る事実を確

認できる供述等を得ることはできなかったこと等を理由として、委員会の当

初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、既に当委員会の

決定に基づき平成 24 年４月５日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

今回、申立人は、新たな事情の提示は無いが納得できないので確認してほ

しいと主張しているが、当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認め

ることはできない。 




